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バ
ル
ダ
イ
会
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
一
月
二
十
一
日
付
毎
日
新
聞
五
面
に
、
「
プ
ー
チ
ン
氏
待
望
論
の
幻
想
」
と
の
見
出
し
で
、
袴
田
茂
樹
青
山
学
院
大

学
教
授
が
寄
稿
を
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

バ
ル
ダ
イ
会
議
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

二

袴
田
氏
が
過
去
に
バ
ル
ダ
イ
会
議
に
参
加
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

三

二
で
、
袴
田
氏
が
過
去
に
バ
ル
ダ
イ
会
議
に
参
加
し
て
い
る
の
な
ら
、
外
務
省
と
し
て
同
氏
に
便
宜
供
与
を
し
た
事
実
は

あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
便
宜
供
与
を
し
、
ま
た
そ
れ
に
邦
貨
換
算
で
ど
れ
く
ら
い
の
費
用
が
掛
か
っ

て
い
る
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

四

袴
田
氏
が
バ
ル
ダ
イ
会
議
に
出
席
し
た
こ
と
に
つ
き
、
政
府
に
対
し
て
報
告
は
な
さ
れ
て
い
る
か
。

五

四
で
、
な
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
に
係
る
文
書
は
現
在
ど
こ
に
、
誰
の
責
任
の
下
、
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
説
明
さ

れ
た
い
。

六

五
の
文
書
の
取
扱
い
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
。

七

「
袴
田
論
文
」
の
中
に
、
「
私
は
ロ
シ
ア
研
究
者
に
よ
る
『
バ
ル
ダ
イ
会
議
』
に
三
回
参
加
し
、
計
九
時
間
プ
ー
チ
ン
氏

一



と
討
議
し
て
考
え
を
聞
い
た
。
〇
五
年
の
会
議
で
彼
は
『
〇
〇
年
に
森
首
相
の
強
い
依
頼
で
日
ソ
共
同
宣
言
を
認
め
た
』
と

述
べ
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
過
去
に
プ
ー
チ
ン
首
相
が
、
森
喜
朗
元
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
強
い
依
頼
を
受
け
、
日
ソ
共

同
宣
言
の
有
効
性
を
認
め
た
旨
、
袴
田
氏
に
述
べ
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

八

「
袴
田
論
文
」
の
中
に
、
「
こ
の
年
、
別
の
場
で
北
方
領
土
が
ロ
シ
ア
領
な
の
は
『
第
二
次
大
戦
の
結
果
だ
。
国
際
法
で

も
認
め
ら
れ
て
い
る
』
と
語
っ
た
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
過
去
に
プ
ー
チ
ン
首
相
が
、
我
が
国
と
の
交
渉
の
場
に
お
い

て
、
北
方
領
土
が
ロ
シ
ア
領
で
あ
る
の
は
第
二
次
大
戦
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
際
法
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
旨
、
述
べ

た
こ
と
は
あ
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

九

「
袴
田
論
文
」
の
中
に
、
「
〇
六
年
の
会
議
の
際
、
私
は
彼
に
『
な
ぜ
領
土
問
題
で
強
硬
論
に
転
じ
た
の
か
』
と
た
だ
し

た
。
彼
は
『
最
初
に
強
硬
論
に
転
じ
た
の
は
日
本
側
で
は
な
い
か
』
と
反
論
し
た
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
日
ロ
の
北
方
領

土
交
渉
に
関
し
、
最
初
に
強
硬
論
に
転
じ
た
の
は
日
本
で
あ
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

十

二
〇
〇
七
年
、
産
経
新
聞
出
版
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
北
方
領
土
は
泣
い
て
い
る

国
を
売
る
平
成
の
「
国
賊
」
を
糺
す
』

の
七
〇
頁
に
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
根
室
の
漁
師
が
殺
さ
れ
た
直
後
、
私
は
袴
田
教
授
が
プ
ー
チ
ン
大
統
領
主
催
の
『
バ
ル
ダ
イ
会
議
』
に
出
席
す
る
と

二



い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
新
聞
で
ち
ら
っ
と
読
ん
で
胸
躍
ら
せ
ま
し
た
。
袴
田
教
授
は
ロ
シ
ア
語
も
自
由
だ
し
、
外
務
省
を
差
し

お
い
て
モ
ノ
が
言
え
る
立
場
の
人
だ
か
ら
、
安
保
研
の
立
場
か
ら
し
て
も
当
然
、
こ
の
漁
船
銃
撃
事
件
の
こ
と
を
プ
ー
チ

ン
大
統
領
に
抗
議
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
。
な
の
に
何
で
す
か
、
あ
の
ざ
ま
は
。
半
世
紀
ぶ
り
に
日
本
を
侮
辱
す
る
大

事
件
が
起
き
た
直
後
だ
と
い
う
の
に
、
事
件
の
当
事
者
の
ロ
シ
ア
側
か
ら
渡
航
費
用
は
も
ち
ろ
ん
一
切
の
経
費
を
出
し
て

も
ら
っ
た
と
自
分
で
公
言
し
て
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
も
そ
も
あ
の
時
期
に
、
招
待
で
行
っ
た
態
度
が
私
に
は
信
じ
ら
れ

な
い
。
《
袴
田
教
授
は
東
京
財
団
が
発
行
す
る
月
刊
機
関
誌
『
日
本
人
の
ち
か
ら
』
二
〇
〇
六
年
十
二
月
号
へ
の
寄
稿
論

文
「
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
伝
達
力
と
大
統
領
へ
の
日
本
の
伝
達
力
」
の
中
で
「
（
バ
ル
ダ
イ
会
議
は
）
事
実
上
ロ
シ
ア
政

府
の
主
催
で
、
交
通
費
を
含
め
た
費
用
も
す
べ
て
ロ
シ
ア
持
ち
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
は
オ
イ
ル
マ
ネ
ー
で
潤
っ
た
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
」
と
書
い
て
い
る
》
結
局
、
漁
師
殺
人
事
件
の
こ
と
に
は
触
れ
な
か
っ

た
と
い
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
」

外
務
省
と
し
て
、
右
の
記
述
を
承
知
し
て
い
る
か
。

十
一

袴
田
氏
が
、
ロ
シ
ア
側
に
一
切
の
費
用
を
負
担
さ
れ
た
上
で
、
バ
ル
ダ
イ
会
議
に
出
席
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

外
務
省
の
見
解
如
何
。

三



十
二

十
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
袴
田
氏
が
バ
ル
ダ
イ
会
議
に
出
席
し
て
お
き
な
が
ら
、
二
〇
〇
六
年
八
月
に
起
き
た
第
三

十
一
吉
進
丸
の
事
件
に
つ
い
て
何
ら
触
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

十
三

過
去
に
外
務
省
の
公
電
が
袴
田
氏
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
。

十
四

過
去
に
袴
田
氏
に
対
し
て
、
外
務
省
よ
り
便
宜
供
与
は
何
度
な
さ
れ
て
い
る
か
。

十
五

過
去
に
袴
田
氏
に
対
し
て
、
外
務
省
よ
り
金
員
が
提
供
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


